
ＥＵのＰＰＷＲ
（包装・包装廃棄物規則）の概要

令和６年５月

【問い合わせ先（ＥＵプラットフォーム・ブリュッセル事務局）】
euplatform.brussels★eu.mofa.go.jp

※上記の「★」を「@」に置き換えて下さい。

1

mailto:euplatform.brussels@eu.mofa.go.jp


１．ＰＰＷＲとは

⚫ 2022年11月、欧州委員会は、EU域内の包装全般の廃棄物の削減等を目的に、
包装・包装廃棄物規則案（PPWR: Packaging and Packaging Waste 
Regulation）を提案。

⚫ 2024年３月、欧州委員会、ＥＵ理事会及び欧州議会は、トリローグで本規則案に
暫定合意。 2024年４月の欧州議会本会議で暫定合意案を可決。今後、ＥＵ理
事会で採択予定。※本資料の条文番号等は３月暫定合意案のものを使用。官報掲載された段階で更新予定

⚫ 本規則案は、官報掲載20日後に発効し、個別に適用時期が定められた規定を除き、
その18ヶ月後から適用される予定。
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✓ 食品に限らず全ての包装及び包装廃棄物が
対象

✓ 包装廃棄物削減に向け、以下の取組を強力
に推進
① 廃棄削減（prevention/avoiding waste）
② 再利用（reuse）
③ リサイクル（recylcing）

✓ 輸入品を含め、多くの規制が2030年から適
用

出典：ＥＵ理事会ＨＰ
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/packaging/

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2024/03-19/PPWR_Annex_to_EP_letter_1503_EN.pdf


２．提案の背景

１ ＥＵ域内の包装廃棄物の量が増加（固形廃棄物の三分の一が包装廃棄物）
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✓ オンラインショッピング、宅配、テイクアウト等の普及により、包装廃
棄物量が増加。EUでは、毎日1人当たり0.5キロの包装廃棄物を排出
→ 都市の固形廃棄物の三分の一が包装廃棄物
→ 2021年8,400万トンの包装廃棄物（2010年比24％増加）
→ このままでは、2030年には包装廃棄物が更に19％増加する見込み

２ 廃棄物量とリサイクル廃棄物量の割合が乖離

✓ リサイクル率の増加を上回るペースで包装廃棄物量が増加
✓ 加盟国がリサイクル目標を達成できない理由の一つが、リサイクルでき

ない包装材

３ 環境への負荷

✓ 紙の50％、
プラスチッ
ク使用量の
40%が包材
利用

✓ 海洋ゴミの半
分が包装材

✓ 包装から生じ
るCO2排出量は
中規模のＥＵ
加盟国並出典：ＥＵ理事会ＨＰ

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/packaging/



３．ＰＰＷＲが掲げる目標

① 包装廃棄物の発生削減
② 費用対効果の高い包装に関するサーキュラーエコノミーの促進
③ ＥＵ域内の包装規制に関する統一（指令94/62/ECは廃止）
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✓ 包装廃棄物の削減目標（1人当たり）（2018年比・量）（第38条）
2030年までに －５％
2035年までに －10％
2040年までに －15％

✓ 2030年までにＥＵ域内での包装を100％リサイクル可能に（第６条）
✓ リサイクル目標（第46条）（従来と同じ目標）

包装の種類 ２０２５年 ２０３０年

包装全般 ６５％ ７０％

紙・段ボール ７５％ ８５％

鉄金属 ７０％ ８０％

ガラス ７０％ ７５％

アルミニウム ５０％ ６０％

プラスチック ５０％ ５５％

木材 ２５％ ３０％



４．ＰＰＷＲの構成

【１．持続可能性要件：4-10条】
６つの持続可能性要件を定め、当該要件を満たさない包装の上市を禁止（4条）
①有害物質の使用規制（5条） ④堆肥可能な包装（8条）
②リサイクル可能な包装（6条） ⑤包装の最小化（9条）
③プラスチック包装の最低リサイクル含有割合（7条）⑥再利用可能な包装（10条）

【２．表示規制：11条】

【３．事業者の義務：13-28条】
①持続可能性要件
②表示義務

③適合評価/宣誓書
④関係書類保管義務
⑤連絡先表示
⑥是正措置義務
⑦情報提供義務
⑧包装の空きスペースの上限(21条）
⑨特定の包装の使用禁止(22条)

⑩再利用（リユース）(23-28条)

⑪充填・詰め替え(28a,b条)

【４．加盟国の義務：29,39,43,44条】
①プラスチック製買い物袋の削減(29条)
②生産者登録簿(39条)
③再利用・デポジット・リターン・シ
ステム(43-44条)

【５．適合性評価：30-34条】
製造事業者が各要件への適合を技術文
書で実証し、自己の責任で保証・宣言

【６．拡大生産者責任(EPR)：40-42条】

Ⅰ．包装・包装廃棄物の要件

Ⅱ．事業者・加盟国の義務
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５．具体的な規制内容（一覧）
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①有害物質の使用規制（第５条） ②リサイクル可能な包装（第６条）

➢ 包装材に含まれる有害物質（鉛、カド
ミウム、水銀、六価クロム）の濃度の
合計が基準値を超えてはいけない。

➢ 基準値以上のＰＦＡＳを含有する食品
接触包材を用いてはいけない。

➢ 市場に出回る包装は全てリサイクル可
能でなければならない。

③プラスチック包装の最低リサイクル含
有割合（第７条）

④堆肥可能な包装（第８条）

➢ リサイクル材を類型に応じて最低10％
以上等包装に用いなければならない。

➢ ティーバッグ、コーヒーの個包装、果
物・野菜に添付されるラベルは、第６
条の例外として、堆肥化可能でなけれ
ばならない。

⑤包装の最小化（第９条） ⑥再利用可能な包装（第10条）

➢ 市場に出回る包装は、その機能が保証
される最小限としなければならない。

➢ 再利用可能な包装とみなされるために
は、再利用・再充填を目的として設
計・上市されなければならない。

⚫ 目標達成のため、６つの持続可能性要件（第２章（第５条～第１０
条））を定め、当該要件を満たさない包装の上市を禁止（第４条）

⚫ 各要件への適合は、製造事業者が附則Ⅶに従って作成する技術文書で
実証し、自己の責任で保証・宣言（ＥＵ適合宣誓書を作成）する。



５．具体的な規制内容①（第５条 有害物質の使用規制）
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【有害物質１：懸念物質】
1. 包装は、懸念物質の存在・濃度が最低限になるよう製造されなければ

ならない。
2. 欧州委員会は、包装中の懸念物質の存在を監視し、適切な場合は、

フォローアップ措置を講じなければならない。
3. 欧州委員会は、2026年12月31日までに懸念物質の存在に関する報告書
を作成しなければならず、適切なフォローアップ措置を検討する。

【有害物質２：鉛、カドミウム、水銀、六価クロム】
1. 包装内の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの合計濃度は100mg/kgを
超えてはならない。

【有害物質３：ＰＦＡＳ】
1. 規則施行開始18ヶ月以降、一定の基準値を超えるPFASが含まれる食品
接触包装は市場に上市させてはいけない（他のＥＵ規制により禁止さ
れない場合を除く）。

2. 規制の適用から４年以内に、ＥＵの他のPFASとの重複を避けるために、
PFAS規制の修正又は廃止を行う。



５．具体的な規制内容②－１（第６条 リサイクル可能な包装）
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1. 市場に出回る包装は、全てリサイクル可能でなければならない。

→ 何を持ってリサイクル可能とする？

2. リサイクル可能とは、以下の２つの条件を満たす場合をいう。
① マテリアルリサイクルのために設計されている

✓ 2030年1月1日（又は委任規則施行の2年後のどちらか遅い時
期）から適用。

② 大規模なリサイクルが可能
廃棄物となった場合、個別に回収し、他の廃棄物のリサイクル性

に影響を与えることなく特定の廃棄物に分類され、実施規則に基づ
き大規模なリサイクルが可能

✓ 2035年1月1日（又は実施規則施行の５年後のどちらか遅い時
期）から適用



５．具体的な規制内容②－２（第６条 リサイクル可能な包装）

9

1. 製造事業者が、包装のリサイクル可能性を、①委任規則、②実施規則
に基づき評価する。

2. リサイクル可能性評価は、Ａ，Ｂ，Ｃの性能等級に基づき行い、以下
の等級を満たす包装のみが上市可能。
① 2030年1月１日（又は委任規則施行の2年後のどちらか遅い時期）

以降は、Ａ，Ｂ，Ｃ評価を満たす包装のみ
② 2038年1月１日以降は、Ａ，Ｂ評価を満たす包装のみ
Ａ：重量換算95％以上、Ｂ：80％以上、Ｃ：70％以上リサイクル可能

3. 欧州委員会は、以下の期日までにそれぞれ規則を定める。
① 2028年1月1日まで：リサイクル基準と性能等級を定める委任規則
② 2030年1月1日まで：大規模リサイクルに関する方法論等を定める

実施規則を

【例外】
ただし、革新的包装については、その技術を証明し、所轄当局に通知す

ることを前提に、最初に市場に投入されてから５年間は、リサイクル基準
を満たさない場合も、2030年1月1日以降も上市できる。

→ どのようにして、リサイクル可能性基準を満たしていると判断する？



【参考】
多層フィルムの
取扱い

• 多層フィルムとは、
様々なプラスチック素
材を貼り合わせ、酸素
の遮断性、強度、遮光
性の向上を確保するこ
とで、食品に安全性の
向上や長い品質保持期
間をもたらしている。

• 食肉、調味料、茶等の
食品の包装容器に用い
られている多層フィル
ムは、現時点ではリサ
イクルすることが困難
であり、規則が適用さ
れる2030年以降使用が
可能か不明。

多層フィルムのイメージ

① 今後の委任規則・実施規則で定める性能等級
で、等級Ａ，Ｂ，Ｃを満たせるかどうかがポ
イント

② 満たせない場合、代替包装に変更する必要。
リサイクル可能な代替包装の研究開発が必要。
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出典：日本プラスチック工業連盟



５．具体的な規制内容③（第７条 プラスチック包装の最低リサイクル含有割合）
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1. 2030年1月1日（又は実施規則施行の３年後のどちらか遅い時期）以降、
プラスチック包装（医療機器用包装の一部や堆肥化可能なプラスチッ
ク包装を除く）は、最低割合のリサイクル材を含まなければなない。

2. 包装に含まれるリサイクル材は、ＥＵ域内で収集された、又はＥＵと
同等の基準で第三国で収集されたものを使用しなければならない。

3. 欧州委員会は、利用可能なリサイクル技術に関する委任規則、プラス
チック割合等を計算する実施規則、第三国の同等性を判断する実施規
則を2026年12月31日までに制定する。

4. 欧州委員会は2028年1月1日までに評価を行い、必要であれば上記割合
を緩和する委任規則を制定する。

2030 年以降 2040 年以降

ポリエチレンテレフタレート
（PET）を主成分とする接触包装材
（使い捨て飲料用ボトルを除く）

30％ 50％

PET 以外のプラスチック材料から
作られた接触包装材
（使い捨て飲料用ボトルを除く）

10% 25％

使い捨て飲料用ボトル 30％ 65％

上記以外の包装 35% 65％



５．具体的な規制内容④
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１．堆肥化可能な包装（第８条）
第６条（リサイクル可能な包装）の例外として、施行３年以内に、

ティーバッグ、コーヒーの個包装、果物・野菜に添付されるラベルは、堆
肥化可能でなければならない

２．包装の最小化（第９条）
2030年1月1日までに、製造事業者・輸入事業者は、包装が必要最小限ま
で削減されるよう設計されていることを確認しなければならない。

３．再利用可能な包装（第10条）
再利用可能な包装とみなされるためには、再利用・再充填を目的として

設計・上市されなければならない。



６．表示規制（第11条）
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1. 規則施行日３年半後（又は実施規則施行の２年後どちらか遅い時期）
① 材料組成に関する情報（ピクトグラム）（堆肥化可能な包装の場

合等は、ラベルにその旨の表示）
② 再利用プラスチックの割合（プラスチック包装の場合）

2. 規則施行日４年後（又は実施規則施行の２年半後どちらか遅い時期）
① 包装の再利用の可能性に関する表示

➢ いずれも、詳細はQRコードその他のデジタルデータキャリア等を包装
に表示

➢ 欧州委員会は、規則施行から18ヶ月後までに表示の要件、フォーマッ
ト、仕様に関する実施規則を定める。その際、複合包装（composite 
packaging）の特殊性を考慮に入れる。

➢ 欧州委員会は、規則施行から18ヶ月後までに複合包装を含め、包装の
材料組成を特定する方法を確立するための実施規則を定める。

➢ 上記表示義務の開始前に製造・輸入された包装は、上記表示要件の発
行日から36ヶ月後まで販売できる。



７．事業者の義務①（第13条～第19条）
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製造業者 包装材供
給業者

製造業者
代理人

輸入業者※ 販売業者※

持続可能性要件（第
5条～第10条）

○ ○
確認義務

表示義務
（第11条）

○ ○
確認義務

○
確認義務

適合評価/宣誓書
（第30条～第34条）

○ ○
確認義務

関係書類保管義務 ○ ○ ○

連絡先表示 ○ ○ ○
確認義務

是正措置義務 ○ ○
協力義務

○ ○

情報提供義務 ○ ○ ○ ○ ○

※自己の名称・商標の下に包装を上市する場合、製造業者の義務を負う



７．事業者の義務②
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１. 包装の空きスペースの上限（第21条）

2030年1月1日（又は委任規則施行３年後のいずれか遅い時期）までに、
輸送用包装、電子商取引用包装は、空きスペースが最大50％であることを
確保しなければならない。

２. 特定の包装の使用禁止（第22条）

2030年1月1日以後、以下の包装をしてはならない。

使い捨てプラスチック製グループ包装 例：空港のスーツケースのシュリンク
ラップ包装等

生鮮果実・野菜用の使い捨てプラス
チック包装

例：ネット、トレイ等

使い捨てプラスチック包装 例：ホテル、レストラン等のトレイ、
カップ等

ホテル、レストラン等の調味料、保存
食、ソース、コーヒークリーム、砂糖
等用の使い捨てプラスチック包装

例：小袋、トレイ、箱等

使い捨て宿泊用アメニティ包装 例：シャンプーボトル等

超軽量プラスチック製キャリーバッグ



７．事業者の義務③（再利用（リユース）（第23条～第28条））
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対象 義務を負う業者 2030年1月1日～ 2040年1月1日～

輸送用包装又は販売用包
装
（パレット、折り畳み式
プラスチックボックス、
ボックス、トレイ等）

経済事業者
（製造事業者・
販売事業者・輸
入事業者等）

40％ 70％

一定数の製品を在庫管
理・流通単位でまとめる
箱型グループ包装（段
ボール以外）

経済事業者
（製造事業者・
販売事業者・輸
入事業者等）

10％ 25％

アルコール飲料及びノン
アルコール飲料の包装
（※除外品目あり）

最終流通事業者 10% 40％（最終流通事
業者だけでなく、
経済事業者全体の
努力義務）

1. 再利用可能な包装を利用する事業者は、再利用のためのシステムに参
加し、同包装が同システムに適合することを確保しなければならない。

2. 各事業者はそれぞれの対象包装について、2030年1月1日以降、一定割
合の包装が再利用可能な包装であることを確保する義務を負う。



【参考】
日本酒等の瓶の再利用の取扱い

• 欧州委員会が2022年11月に提案した当初案で
は、飲料包装について、ビール、ワイン、日
本酒、蒸留酒等幅広い飲料に対して再利用義
務を課していた。

• しかし、2024年3月に暫定合意した案では、以
下の飲料については再利用義務の対象外とさ
れた。

① 腐敗しやすい飲料、牛乳・乳製品

② ワイン

③ 芳香ワイン

④ ワイン・芳香ワインに類似するブドウ以
外の果物・野菜から作られた飲料

⑤ その他発酵飲料（ＣＮコード2206 00に属
するもの）【日本酒】

⑥ 蒸留酒等（ＣＮコード2208に属するも
の）【焼酎、梅酒、ゆず酒等】

✓ 読売新聞（2024年2月24日）
「人気の日本酒がＥＵで「禁
輸」危機…３０年以降に瓶の再利用
義務化、政府が除外目指し外交攻
勢」

✓ 日本経済新聞（2024年3月1日）
「日本酒や和牛、欧州から締め出し
危機 EUの包装規制で」

✓ 日本経済新聞（2024年3月5日）
「EU の包装規制、日本酒を除外食
品フィルムは規制対象」

✓ 読売新聞（2024年3月6日）
「日本酒、EU域内への禁輸措置を土
壇場で免れる…瓶の再利用義務化か
ら除外」

✓ 日本経済新聞（2024年3月15）
「日本酒禁輸、瀬戸際で回避」
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７．事業者の義務④（充填・詰め替え（第28a条、第28b条））
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1. 施行日から24ヶ月後以降、ホテル・レストランなどの最終販売事業者
は、消費者が自ら容器を持参して充填できるシステムを提供しなけれ
ばならない。

2. 施行日から36ヶ月後以降、ホテル・レストランなどの最終販売事業者
は、消費者に再利用可能な容器で飲料・食品を提供する選択肢を設け
なければならない。

3. 2030年以降、事業者は製品の10％を再利用可能な包装形態で提供する
よう努めなければならない。



８．加盟国の義務②（生産者登録簿（第39条））
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1. ＥＵ加盟国は、規則施行から18ヶ月までに、生産者（ＥＵ加盟国領域
内で初めて包装を利用可能とする製造事業者、輸入事業者、販売事業
者）が要件を遵守していることを監視するために、生産者登録簿を作
成しなければならない。

2. 生産者は、登録簿に登録しなければならない。

3. 生産者は、初めて包装を上市するそれぞれのＥＵ加盟国に対して登録
申請をしなければならない。

4. 生産者は、加盟国に対して登録をしていない場合、当該加盟国におい
て包装の利用を可能にしてはならない。

８．加盟国の義務①（プラスチック製買い物袋の削減（第29条））

1. EU加盟国は、プラスチック製買い物袋の削減措置を講じる。
2. 2025年12月31日までに、年間1人当たり消費量が40枚を超えなければ、

削減がなされたとみなされる。



８．加盟国の義務③（再利用・デポジット・リターン・システム（第43条・第44条））
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1. 加盟国は、再利用・質の高いリサイクルのため、全ての包装廃棄物の
返却・分別・回収システムを整備する。

2. 加盟国は、2029年1月1日までに、
① ３リットル以下の使い捨てプラスチック飲料ボトル
② ３リットル以下の使い捨て金属製飲料容器
について、 1年間当たり最低90％の分別収集を確保するためのデポジッ
ト・リターン・システム（保証金返還システム）を整備する。

３．ただし、ワイン、蒸留酒、日本酒等は除く。



９．適合性評価（第30条～第34条・付属書Ⅶ及びⅧ））
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1. 製造事業者は、以下の要件に関する適合性に関する評価を、付属書Ⅶ
に定める手順に従って行い、付属書Ⅷにあるモデル構造を有するＥＵ
適合宣誓書を作成する。これによって製造事業者は、包装が本規則に
規定された要件に適合する責任を負う。
① 有害物質の使用規制（第５条）
② リサイクル可能な包装（第６条）
③ プラスチック包装の最低リサイクル含有割合（第７条）
④ 堆肥可能な包装（第８条）
⑤ 包装の最小化（第９条）
⑥ 再利用可能な包装（第10条）
⑦ 表示規制（第11条）

2. 適合性評価手順（付属書Ⅶ）
① 以下を内容とする技術文書を作成する。

a. 包装及びその使用目的の一般的な説明
b. 概念設計、製造図面、部品材料
c. これらの図面・スキームの説明
d. リサイクル可能な包装、包装の最小化、再利用可能な包装の

評価がどのように実施されたかの定性的な説明
e. 試験報告

② 製造業者は、製造工程・監視を保証し、必要な措置を講じる。



ＥＵ適合宣誓書のモデル構造（付属書Ⅷ）
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1. パッケージの固有識別番号
2. 製造事業者及び該当する場合は認定代理人の

名称・所在地
3. この適合宣言は、製造事業者の単独責任の下、

発行される。
4. 宣言の対象：包装の説明
5. 宣言の対象は、関連するＥＵ法規に適合して

いる。
6. 関連する整合規格又は共通仕様への言及、あ

るいは適合性が宣言される他の技術仕様への
言及

7. 追加情報
8. 署名者の発行地・日付、名前・役職、署名
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１０．拡大生産者責任(EPR)（第40条ー第42条）

1. 生産者は、加盟国の市場で初めて入手可能となる包装又は包装製品に
ついて、拡大生産者責任(EPR)を有する。

2. 生産者の負担金は、以下の費用を対象とする。
① 廃棄物の分別回収・輸送・措置費用
② 情報提供費用
③ データ収集費用
④ 表示添付費用
⑤ 回収された混合都市廃棄物の組成分析調査費用



参考：ブリュッセル事務局の活動状況ｰ

○ 2023年９月 ブリュッセル事務局設立：ＥＵ代表部大使公邸でＥＵの日本産食品輸入規制撤
廃を受けて福島県産品等をＰＲするレセプションを実施

○ 2023年９月～ 事業者等とのＥＵ規制に関する意見交換等実施（随時）

○ 2023年12月 ＥＵ規制情報に関するメーリングリスト開始
【登録はこちらまで】 euplatform.brussels@eu.mofa.go.jp

https://www.eu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000125_00001.html

○ 2024年３月 ＥＵ代表部・ベルギー大使館で日本産食品をＰＲするレセプションを開催

○ 2024年５月 ＥＵ進出日系食品メーカーとのＥＵ規制に関する意見交換会を開催

【ＥＵ規制情報】
１．毎月ＥＵ規制情報を更新中
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/platform.html#eu
２．個別レポート配信中（食品添加物、食品包装、食品接触財等）
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/platform.html#eu
３．深掘りレポート配信中（食品ラベル、日本酒、ＰＰＷＲ）
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/platform.html#EU

メールマガジン配信登録はこちら（登録無料）
ジェトロ農林水産・食品 Newsletter（メールマガジン） |
農林水産物・食品 - 産業別に見る - ジェトロ (jetro.go.jp)

輸出支援プラットフォーム ホームページ

【畜産関連情報】

ALIC海外情報
https://lin.alic.go.jp
/alic/week/eu.htm<
https://lin.alic.go.jp
/alic/week/eu.htm

mailto:euplatform.brussels@eu.mofa.go.jp
https://www.eu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000125_00001.html
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